
保護者とのよりよい関係づくり

「子どもの進路選択を通して」

R8.2.10

障がい児成長支援協会セミナー

合同会社サンクスシェア
代表社員・相談支援専門員 田中 さとる

右のQRコードから
左のページの表示を
お願いします。

知っておきたい！③ 第１０回/１１回



1984(昭和59)年 小学校教諭として勤務
1996(平成8)年 国立鳴門教育大学大学院学校教育研究科生徒指導コース入学
1999(平成11)年 福岡県教育センター研修主事として現場教職員の研修事業に携わる

2006(平成18)年 社会福祉法人に入職し障害福祉サービス事業に従事
経験業務 特別支援学校放課後支援事業責任者

福岡市委託相談支援コーディネーター（相談支援専門員）
障がい者グループホーム管理者・サービス管理責任者
生活介護（障がい者通所施設）サービス管理責任者

2016(平成28)年 合同会社サンクスシェア創立
2016(平成28)年 相談支援事業所（障がい者）福岡市指定
2017(平成29)年 相談支援事業所（障がい児）福岡市指定
2020(令和  3)年 スペシャルニーズアシストプロジェクト（SNA）始動
2025(令和  7)年 障がい児成長支援協会 副理事就任

【資格】
・小中高教諭専修免許
・障害福祉サービスサービス管理責任者（全分野） ・児童発達支援管理責任者
・主任相談支援専門員
・鳴門教育大学生徒指導学会会員
・西日本心理劇学会会員
・日本保健教育学会会員
・保育士

【実績】
2016(平成28)年 強度行動障がい勉強会を毎月主催
2017(平成29)年 福岡福祉向上員会事務局員
2022(令和 ４)年 放課後等デイサービス８県24事業所スタッフ育成コンサルティング

◆ ６２歳

◆ 北九州市戸畑生まれ

◆ パイナップル好き

◆ 納豆苦手

◆ 寝付き 早起き得意

◆ 好きなところ

「ストレスほぼなし」

◆ 好きなフレーズ

「やれない理由を探さ

ずに、どうしたらや

れるかを考える！」

「Ｌｉｆｅ is choosing

人生は選択の連続だ」

【田中聡（さとる）プロフィール】



わが子の未来

手続き



６ １２ １５ １８

小･普通学級

小･特別支援学級（通級）

小･特別支援学級（在籍）

特別支援学校小学部

中 普通学級

中･特別支援学級（通級）

中･特別支援学級（在籍）

特別支援学校中学部
特別支援学校高等部

通信制高等学校

定時性高等学校

普通高等学校

保育園

幼稚園

児童発達支援 放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

大学

専門学校

特別支援
学校

幼稚部

０

学校

福祉サービス

高等特別支援学校

２０

生活介護・自立訓練

就労継続支援A型（就労選択支援等）

就労継続支援B型（就労選択支援等）

一般就労（就労選択支援等）

障がい者雇用 （就労選択支援等）一般

【わが子の未来：進路の選択肢】

児童相談所の判
断により15歳

から利用できる
ことがある



●親の同意がなくても契約ができる

・携帯電話の契約

・ローンを組む

・クレジットカードをつくる

・一人暮らしの部屋を借りる など

 （※ 親権による未成年者取消権 ）

●住む場所、進路など自分で決める

●10年有効のパスポートを取得する

●公認会計士や司法書士、医師免許、

薬剤師免許などの国家資格を取る

●結婚：男女とも18歳

●普通自動車免許の取得

【１８歳・２０歳 になるとできること（主なもの）】

●お酒を飲む

●たばこを吸う

●競馬、競輪、オートレース、競艇

の投票券（馬券など）を買う

●国民保険料の加入（※ 障害年金）

●養子を迎える

●大型・中型自動車運転免許の取得

（大型自動車運転免許の取得は21歳以上）

18歳（2022.４～成人） 20歳



【１８歳 になるときに必要な手続き（例）】

必要な手続き 説明 手続きの時期 備考

福祉サービ
スの受給者
証

１８歳の誕生月の月末まで
は、障害児のサービスの受
給者証。翌月から障害者の
サービスの受給者証となる。

誕生日の２か
月程度前から
（市町村役所
から案内が届
く）

放課後等デイサービスに
ついては、高校卒業まで
引き続き利用できる。
負担上限額は、本人及び
配偶者のみの所得による。
（放デイを除く）

区分認定の
調査

障害者のサービスの受給者
証の交付を受けるにあたっ
て、区分認定の調査が必要。

誕生月の３か
月程度前から

※区分が必要なサービス
利用をする場合

自動車税・
軽自動車税
の減免

身体障害者手帳の交付を受
けている方は、自動車が障
害者本人の名義である必要
がある。



【１８歳 になるときに必要な手続き（例）】 区分調査が必要な介護給付サービス



福岡市相談支援マニュアル

【１８歳 になるときに必要な手続き（例）】 サービスの切り替え



【２０歳 になるときに必要な手続き（例）】

必要な手続き 説明 手続きの時期 備考

障害年金の
手続き

病院受診や診断書など必要な書
類がある。

誕生月の３か月
ほど前から申請
が可能。

特別障害者
手当の手続
き

障害児福祉手当は、お子さんが
20歳を迎える前日で喪失。
特別障害者手当は、診断書等の
書類が必要。

誕生月の３か月
程度前から（市
町村役所から案
内あり）

障害児福祉手当と
要件が異なるので
要チェック。

有料道路の
割引制度

ＥＴＣにより、有料道路の割引
制度を利用している場合、ＥＴ
Ｃカードを障害者本人名義に変
更が必要。

誕生月の２か月
前から



【２０歳 になるときに必要な手続き（例）】 障害年金（2025年）

千葉障害年金
相談センター資料

月額 約
86,635円

月額 約
69,308円

1,039,625 831,700



資料：YORISOU社会保険労務士法人

【２０歳 になるときに必要な手続き（例）】 障害年金



【福祉の手引き（福岡市の場合） 】



教える・手助けの量

子育て ＝ 補助輪  補助輪
 つけ         はずし

ひとりでできる

【わが子の未来】 大切にしたいこと



☐ 外に出て社会体験をする（失敗をする）

☐ 要求・SOSを出せること（依頼ができる）

☐ 人に好かれること（一人にならない）

本人に育ってほしいこと

【わが子の未来】 大切にしたいこと



自己選択 自己決定の場の保障
内容 方法 量（量・時間）

ステップ１
意思形成

ステップ２
意思表明

ステップ３
意思決定

ステップ４
意思実現

『これおもしろそう
だな。やってみたい
なあ』

「これ、おもしろそ
うだからやってみた
いです。」

「これ、やりたいの
で、やります。」

【やりたいことへの
参加行動】

① 自己決定の尊重とわかりやすい

情報提供 … 必要な情報の説明は本人

が理解できるように工夫する

② 不合理と思われても他者の権利を

侵害しないのであれば尊重する … 家

族や支援者が不合理と判断しても、他

者の権利を侵害しなければ尊重する

意思決定支援の基本原則

『自己決定』『意思決定』

意
思
決
定
の
ス
テ
ッ
プ

【わが子の未来】 大切にしたいこと



わが子の未来

進路の選択肢：納税者か否か



６ １２ １５ １８

小･普通学級

小･特別支援学級（通級）

小･特別支援学級（在籍）

特別支援学校小学部

中 普通学級

中･特別支援学級（通級）

中･特別支援学級（在籍）

特別支援学校中学部
特別支援学校高等部

通信制高等学校

定時性高等学校

普通高等学校

保育園

幼稚園

児童発達支援 放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

大学

専門学校

特別支援
学校

幼稚部

０

学校

福祉サービス

高等特別支援学校

２０

生活介護・自立訓練

就労継続支援A型（就労選択行支援等）

就労継続支援B型（就労選択行支援等）

一般就労（就労選択行支援等）

障がい者雇用 （就労選択行支援等）一般

【わが子の未来：進路の選択肢】



① 働く・通う



福祉サービス等 解説 留意点

一般就労 障がいを公表せずに就労
障がいがない人との区別なし
（全年齢平均額30万円強）

一般就労
（障がい者雇用）

障がい者雇用枠で採用
ジョブサポート制度（ジョブコーチ）

身体 平均約20万円
知的・精神・発達 平均約12万円

就労継続支援A型
福祉サービス
（会社と雇用契約）

最低賃金の保障
目安：一日４ｈ～５ｈ

月収入 約8万円～約10万円

就労継続支援B型 福祉サービス（工賃）
目安：最低3000円～5万円
一般就労の可能性もあり

生活介護
日常的に介護が必要な日
中の居場所（工賃）

数千円
就労困難

【わが子の未来：５つのこと】 ①働く・通う 卒業後の進路



【わが子の未来：５つのこと】 ①働く・通う 卒業後の進路

【障がい者の人口】
障害者の総数

約1,160万人

18～64歳の障がい者
約 480万人

【就労支援対象者】
特別支援学校→一般企業

約30.2％

特別支援学校
→福祉サービス

約33.0％

就労系福祉サービス
→一般企業

21,380人
（H15比16.6倍）



【わが子の未来：５つのこと】 ①働く・通う 卒業後の進路

企業の理念例①【「教え方」ですべてが変わる】社員の生産性が高まる接し方　　社員の「できない」には背景、理由がある　　　 「できる可能性がある」と信じて教える → 　②【人件費を削らずに利益増】社員の心理的コストを下げ、業務に集中しやすく　　心理的な要因はすべてに影響する　　　 「社員の心理的コスト」を下げて効率よく利益増 →

企業の理念例
①【「教え方」ですべてが変わる】 社員の生産性が高まる接し方

社員の「できない」には背景、理由がある
 → 「できる可能性がある」と信じて教える

② 【人件費を削らずに利益増】 社員の心理的コストを下げ、業務に集中しやすく
心理的な要因はすべてに影響する

 →「社員の心理的コスト」を下げて効率よく利益増

奇跡① 障がい者の法定雇用率100％
奇跡② 補助金なしで株式会社として成立
奇跡③ 廃棄物処理施設の運転・管理で全国トップクラス
奇跡④ 社員が成長し、イキイキと仕事しているという外部評価
奇跡⑤ 辞めたいと言ってくる社員がほとんどゼロ
奇跡⑥ 合否関係なく候補者に喜ばれる採用面接
奇跡⑦ ずっと昔から「ＳＤＧｓ」「ダイバーシティ」「理念経営」

を実践

https://www.comeluck.jp/


学校 解説 留意点

普通学校
（通級による指導）

全日制高等学校受験可能

特別支援学級
（在籍）

高校受験時内申書の評価がさま
ざま

あとから通常学級にもどる
ことは難しいことが多い

特別支援学校
療育手帳等の取得が必須になる
傾向が強くなっている（入学者
増のため）

学校の選択（小中）

【わが子の未来：５つのこと】 ①働く・通う 卒業前の進路（小中）



学校 解説 留意点

普通高等学校 高等学校卒業資格あり

専門高校（実業高校）
単位制高校
定時制高校

高等学校卒業資格あり

通信制高等学校
入学は中学１年の学力必要
高等学校卒業資格あり
独自のカリキュラム

費用5万円/月程度

特別支援学校
（高等部）

高等学校卒業資格なし
一般企業就職

4人に一人

学校の選択（高校）

【わが子の未来：５つのこと】 ①働く・通う 卒業前の進路（高校）



通信制高校の事例

【わが子の未来：５つのこと】 ①働く・通う

https://nnn.ed.jp/


「働く」：生活や就労関係等の訓練の支援を受ける訓練等給付
※厚生労働省HPより

【わが子の未来：５つのこと】 ①働く・通う 卒業後の進路（福祉サービス）

就労選択支援（2025.10～） 障害のある人が自分に合った就労先や働き方を選べるよう、
就労アセスメントを通じて支援する



「通う」：居宅や通所により、介護の支援を受ける介護給付

※厚生労働省HPより

【わが子の未来：５つのこと】 ①働く・通う 卒業後の進路（福祉サービス）



② 暮らす



• 居宅介護サービスによる家事援助

• 調理、買い物代行、掃除・片付け、ごみ捨て、郵便物確認

• 病院の薬とりの代行 など
①家事支援

• 居宅介護サービスによる身体介護

• 訪問入浴サービス（移動入浴車）

• 入浴、排せつ、着替え、食事などの介護全般
②身体介護

• 移動支援、行動援護（行動障がい）、同行援護（視覚障がい）

• 重度訪問介護

• 外出先まで安全に移動するための支援、情報提供、余暇支援等
③外出支援

④短期入所

・居宅介護サービスは、障がい支援区分１以上必要

【わが子の未来：５つのこと】 ② 暮らす 在宅のサポート・緊急時

• 家族等の都合により、障害者支援施設や児童福祉施設等に短期
間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を
受ける

• 介護者にとってのレスパイトサービス（休息）の役割もある



楽しい絵画

パソコン

収穫祭

和太鼓

音楽クラブ

そば打ち

【わが子の未来：５つのこと】 ② 暮らす 余暇活動 福岡市の社会資源



③ 住む



住まい

家族と同居

一人暮らし

賃貸

※ 公営住宅 UR 一般

（居住サポート事業）

持ち家

グループホーム
一人暮らしタイプ

シェアハウスタイプ
入所施設

【わが子の未来：５つのこと】 ③ 住む 選択肢



地域の中にある住宅(アパート・マンション・一戸建て等)において、地域住民と
の交流が確保される中で、世話人による日常生活のサポートを受けながら家庭的な
雰囲気の下、共同生活を営む住まいの場

共同生活援助（グループホーム）

種類（制度） ①介護サービス包括型 ②外部サービス利用型 ③日中サービス支援型

対象者 障がい支援区分に関わらず利用可能（区分によって事業所報酬に違いあり）

サービス内容 主に夜間における食事や入浴等の介護や相談などの日常生活上の援助

介護が必要な
者への対応

当該事業所の従業者により介
護サービスを提供

外部の居宅介護事業所に
委託

当該事業所の従業者により常
時の介護サービスを提供

事業所数
（令和２年4月時点）

７７１８事業所 １３１２事業所 １８２事業所

利用者数
（令和2年4月時点）

114,554人 15,551人 2,344人

※厚生労働省「障がい福祉サービス等報酬改定利用検討チーム」資料より抜粋

【わが子の未来：５つのこと】 ③ 住む グループホーム



項目 グループホームでのおおよその支出金額 備考

利用料 ０円
※所得に応じた利用者負担上限額あり。

市民税非課税世帯は0円。収入に応じて、
37,200円の負担がある方もいる。

家賃 ２万円～４万円 ※収入に応じて、家賃補助10,000円がある。

光熱費 １万円

日用品 3,000円～5,000円

食費 25,000円～30,000円
※GHでは朝食、夕食。昼食は通所事業所にて負担。
（食事提供加算）目安：平均300円

通信費 5,000円

おこづかい 5,000円～10,000円 ※ご本人の好きな事、趣味にもよって変わってくる。

その他 医療費、保険、サポートにかかるもの
※将来、日常生活自立支援事業や成年後見制度を利用
する場合は利用料や後見報酬など。

合計 多めの額で計算すると・・・計：９万円 ※１０万円-家賃補助１万円＝９万円

【わが子の未来：５つのこと】 ③ 住む グループホーム

ソーシャルワーカー 稲岡由梨氏（所属：街の相談室ほろん）作成



原則：年金から食費・光熱水費を支払って、25,000円以上が手元に残る設定

手元に残る額 ①+② 食費・光熱水費 (上限54,000円で施設が設定)

①「その他生活費」
1) 障害基礎年金1級 28,000円
2) 障害基礎年金2級 25,000円

②66,667円を
超えた収入の50%

実負担額 ③＋④

補足給付
で支払う③66,667円 –

「その他生活費」
④66,667円を
超えた収入の50%

収入 = 年金収入 + 就労収入(控除有り) + 他の収入(控除の可能性有り) – 必要経費 補足給付

【年齢25歳の入所者の例／月】

年金収入(1級)：87,632円 食費・光熱水費：54,000円 作業工賃：5,000円 国保：1,896円

・手元に残る額・・・３７，５３４円

・実費負担・・・・・４８，２０１円 （＋補足給付5,799円 ＝ 食費・光熱水費54,000円）

社会福祉法人『東宏会』HPより

【わが子の未来：５つのこと】 ③ 住む 入所施設



④ お金



雇用保険を受給できない求

職者が職業訓練を受講する

ために受ける給付金

判断能力が不十分な方に福祉サービスの

利用援助や金銭管理の援助を行う

（社会福祉協議会）

重度の身体・知的・精神障がいを

有する人の保健の向上と福祉の増

進を図るため、医療費の助成

心身の障害を除去・軽減するため

の医療について、医療費の自己負

担額を軽減する公費負担医療制度

精神または身体に著しく重

い障がいがあり、日常的に

特別な介護が必要な人（在

宅20歳～）

自己負担限度額を超えた額が、

高額医療費として支給される

世帯全員の資産や能力その他あらゆるも

のを活用しても生活が維持できない場合

障がい年金

特別障がい者手当

高額療養費制度

【わが子の未来：５つのこと】 ④ お金 障害がある人の保険

自立支援医療

重度障がい者
医療費助成制度

失業手当

職業訓練給付金

生活保護

日常生活自立支援事業

様々な事情により生活に困っている方に

対して、自立に向けた支援を行う制度

生活困窮者
自立支援制度

知っておきたい社会保障制度



保険法資料

偶然の事故によって生じること

のある損害を穴埋めする保険

（自動車保険や火災保険）

被保険者がケガしたり病気に

なったりした場合に、一定額の

保険金が支払われる保険

（医療保険やガン保険、所得保

障保険）

被保険者（保険の対象者）の死

亡または生存に関して、一定額

の保険金が支払われる保険

（学資保険や個人年金保険を含

む）

主な保険の種類

生命保険 損害保険 傷害疾病定額保険

保険の登場人物（保険法２条）

【保険者】 保険契約に基づいて、保険金を支払う保険会社

【契約保険者】 保険契約に基づいて、保険料を支払う人

【被保険者】 保険の対象となる人

【保険金受取人】保険会社から支払われる保険金を受け取る権利がある人

【わが子の未来：５つのこと】 ④ お金 障害がある人の保険



ぜんち共済
株式会社資料

【わが子の未来：５つのこと】 ④ お金 障害がある人の保険



【わが子の未来：５つのこと】 ④ お金 障害がある人の保険

年齢区分 金額（円）

35歳未満 9,300

35歳以上40歳未満 11,400

40歳以上45歳未満 14,300

45歳以上50歳未満 17,300

50歳以上55歳未満 18,800

55歳以上60歳未満 20,700

60歳以上65歳未満 23,300

※ 生活保護の収入認定に
含まれない。

厚生労働省資料



ぜんち共済株式会社資料

【相続】ある人が死亡したときにその人の財産（すべての権利や義務）を、特定の人が引き

継ぐこと（亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうこと）

【遺産】

・現金や預貯金

・株式等の有価証券

・車や貴金属等の動産

・土地や建物等の不動産

・借入金等の債務

・賃借権、特許権、著作権

等の権利

法定相続

遺言
による
相続

分割協議
による
相続

【わが子の未来：５つのこと】 ④ お金 財産を残す

配偶者

相続人

血族

相続

配偶者の

相続分

血族の

相続分
留意点

配偶者 子 1/2 1/2
・子が複数いる場合は頭割り

・配偶者がいない場合はすべて子

配偶者
直系

尊属
2/3 1/3

・親が複数いる場合は頭割り

・配偶者がいない場合はすべて親

配偶者
兄弟

姉妹
3/4 1/4

・兄弟姉妹が複数いる場合は頭割り

・配偶者がいない場合はすべて兄弟

姉妹

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

※ 判断能力がない（7～10歳程度）場合、
後見人をつける必要がある。



一般社団法人
信託協会資料

【わが子の未来：５つのこと】 ④ お金 財産を残す

※ 大きなお金が

一気に本人に

渡り、使いす

ぎてしまうこ

とを防ぐこと

がメリット

※ 準備するのは

親



⑤ 権利擁護



認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預

貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のための介護などのサービスや施設

への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、

自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約

であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭う恐れも

あります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制

度です。（厚生労働省HPより）

自分で判断できない人の代わりに判断してくれる人を選んで、
財産や権利を守る制度

【わが子の未来：５つのこと】 ⑤ 権利擁護 成年後見制度

https://guardianship.mhlw.go.jp/
https://guardianship.mhlw.go.jp/


成年後見制度

法定後見制度

任意後見制度

後見

保佐

補助

将来型

即効型

移行型

【わが子の未来：５つのこと】 ⑤ 権利擁護 成年後見制度

※ 親権を使った任意後見の検討
    通帳・マイナンバー・印鑑登録（15歳）

判断能力◎

判断能力
契約能力○

発生前財産管理

任意後見人
＋

任意後見監督人

判断能力

常に△

著しく△

△

権限

全ての代理権

重要な
取消権・同意権

個別の
取消権・同意権



判断能力が著しく不十分な場合

日常の買い物程度は一人ででき

るが、自動車の購入など重要な

財産の行為を一人でするのが難

しい

判断能力が不十分な場合

自動車の購入なども一人ででき

るかもしれないが、不安な部分

が多く、支援者の支えがあった

ほうがよい

判断能力がほとんどない場合

買い物に行ってもつり銭の計算

ができず、必ずだれかに代わっ

てもらうなどの支援が必要

法定後見制度

後見 保佐 補助

後見人が行使できる権利

【代理権】本人が本来行う法律行為を本人に代わって行う権利

【同意権】本人が行った法律行為を了解する権利

【取消権】本人が行った法律行為に関して、不利と認められる場合は、その行為を取り消すことができる権利

【わが子の未来：５つのこと】 ⑤ 権利擁護 成年後見制度

・診断書を参考に家庭裁判所が決定
・成年後見人は家庭裁判所が決定



① 預貯金の管理・解約
② 身上監護（障害者施設、高齢者施設との入所契約をするなど）
③ 不動産の処分
④ 相続手続き
⑤ 保険金受取
⑥ 訴訟手続きなど

【わが子の未来：５つのこと】 ⑤ 権利擁護 成年後見制度

成年後見人、任意後見人の２つの職務 「財産管理」「身上監護」

※ 将来の判断能力の低下に備えて「約束」を決めておく
・任意後見は、契約内容を本人が理解できることが必要（軽度）
・未成年であれば、親権を使って任意後見契約が可能
・任意後見監督人への報酬が発生（１～２万円）
・任意後見の権限に、取消権はない

任意後見の留意点

※ 具体的な内容や権限の範囲などは、
 家庭裁判所が決定する



法定後見人

管理財産額 月額 年額

1,000万円以下 ２万円 ２４万円

1,000万円
～5,000万円

３～４万円 ３６～４８万円

5,000万円～ ５～６万円 ６０～７２万円

最高裁判所HP（成年後見人等の報酬額のめやす）

管理財産額
5,000万円
超の場合

法定後見
（７２万/年）

１０年 ７２０万円

２０年 １，４４０万円

３０年 ２，１６０万円

４０年 ２，８８０万円

【わが子の未来：５つのこと】 ⑤ 権利擁護 成年後見制度



【わが子の未来：５つのこと（番外編） 】 できる準備

【親心の記録の作成】 【日本知財センターダウンロード】

https://oyagokoronokiroku.jp/donation/download/
https://oyagokoronokiroku.jp/donation/download/
https://oyagokoronokiroku.jp/donation/download/
https://oyagokoronokiroku.jp/donation/download/


家族とのより良い関係づくり

家族支援加算より



【家族支援加算（Ⅰ）】 【家族支援加算（Ⅱ）】

個別に相談援助を行う（月４回） グループで相談援助を行う（月４回）

 家族支援加算（Ⅰ）  家族支援加算（Ⅱ）

①居宅を訪問 ①事業所等で対面 ８０単位／回

（１時間以上） ３００単位／回

（１時間未満） ２００単位／回

②事業所等で対面 １００単位／回   ②オンライン ６０単位／回

③オンライン ８０単位／回

※多機能型事業所で、同一児童に複数のサービスの支援を行う場合、

各サービスを合計して（Ⅰ）及び（Ⅱ）それぞれ月４回まで算定可

【家族とのより良い関係づくり】 家族支援加算



① 療育・発達支援に関する相談
発達障害や知的障害など、子どもの特性に基づく支援内容や接し方に関する相談。

【内容カテゴリ】  【相談テーマ例】
・発達の悩み 「ことばが遅れていて心配」「集団行動が難しい」
・行動への対応 「癇癪を起こしたときどう接すればよいか」
・感覚過敏・鈍麻    「音やにおいに過敏で困っている」
・苦手分野の支援  「手先が不器用で工作や食事が難しい」
・家庭での療育 「家庭でも療育的な声かけをしたいが分からない」

② 保護者のメンタル・心理的負担に関する相談
育児や介護との両立、保護者自身の心身のストレスに対する相談援助。

【内容カテゴリ】  【相談テーマ例】
・育児疲れ  「毎日手がかかって自分の時間がない」
・不安・孤独感 「他の親と比べて落ち込んでしまう」
・情緒サポート 「夫婦間でも子の障害理解で溝がある」
・情報過多  「ネット情報に振り回されてしまう」

【家族とのより良い関係づくり】 家族支援加算



③ 家庭環境・生活支援に関する相談
家庭内での生活環境や支援体制、経済面や福祉資源活用などの相談。

【内容カテゴリ】  【相談テーマ例】
・家族構成 「きょうだいへの配慮や関わり方が難しい」
・経済的困難  「ひとり親家庭で生活が大変」
・居住環境      「家庭内での落ち着ける空間づくりの工夫」
・相談先の紹介  「市役所の福祉窓口の活用方法が分からない」

④ 学校・地域との関係に関する相談
就学・進級・進学、学校対応、地域活動への参加などに関する支援。

【内容カテゴリ】  【相談テーマ例】
・学校との連携 「担任と意思疎通がとりにくい」
・就学相談  「支援学級か通常学級か迷っている」
・地域社会との関係 「地域行事に出たがトラブルが心配」
・進学・進路 「中学以降どうなるか不安」

【家族とのより良い関係づくり】 家族支援加算



⑤ 制度・サービスの活用に関する相談
福祉サービス、手帳制度、医療、行政との連携に関する相談援助。

【内容カテゴリ】  【相談テーマ例】
・障害福祉サービス 「ヘルパーや短期入所を使いたい」
・障害者手帳 「申請すべきか迷っている」
・医療機関紹介  「診断を受けるべきかどうか」
・他機関との連携  「児童発達支援センターとのやりとり」

⑥ 保護者同士の交流・グループ相談（家族支援加算Ⅱ）
複数家庭を対象とした交流・情報共有型の相談援助。

【内容カテゴリ】  【相談テーマ例】
・保護者会 「保護者同士の悩みを共有したい」
・講座型支援  「外部講師による発達障害理解講座」
・グループワーク 「きょうだい児の育て方を語る会」

【家族とのより良い関係づくり】 家族支援加算



保護者とのコミュニケーションのかたち

聴く

一緒に悩む（共感）

一緒に考える

情報を提供する

つなぐ

質問する（知る）

【家族とのより良い関係づくり】 保護者とのコミュニケーションのかたち



● 配分型（利益を分け合う）

● 利益交換型（損して得とる）

● 統合型（Win ＆ Win）

◆ 代替案

◆ 選択肢

◆ 限界範囲

◆ 説得

・功利的説得（メリット）

・規律的説得（論理的）

・情緒的説得（感情的）

技術を身につけよう

【家族とのより良い関係づくり】 保護者とのコミュニケーションのかたち



ひとりの「ひと」として『敬う』

信頼関係づくり

わたしたち支援者の『しごと』 ＝ 本人や家族の生活の向上が目的

「交渉」の技術の事前のスタンスとして…

【家族とのより良い関係づくり】 保護者とのコミュニケーションのかたち
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